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　市では、納税などのために金融機関などへ出かける必要がなく、「つい、うっかり」の納め忘れを防ぐ、便利
で安全・安心な『口座振替』を推進しています。
　口座振替は、市民の皆さんの利便性向上だけでなく、収納に関する書類作成などの事務経費削減にも役立って
います。各担当課では、手続きに関するお問い合わせを随時受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
【口座振替できる金融機関】　 大分銀行／豊和銀行／大分県信用組合／九州労働金庫／大分県農業協同組合／

　大分県漁業協同組合／全国のゆうちょ銀行
※１　お手続きには、金融機関での審査などにお時間を要します。余裕をもって行ってください。
※２　納期月には、指定された預貯金口座の残高にご注意ください。
※３　令和８年度の振替日は、下記の振替日一覧表のとおりです。
※４　スマートフォンのアプリからでも税などの納付ができます。詳しくは市ホームページをご覧ください。
※５　バーコード付き納税通知書については、納期限内であれば、全国のコンビニエンスストアで納付できます。
【令和８年度の市税など振替日】

科　目
徴収月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
振替日 ６月１日㈪ ６月30日㈫ ７月31日㈮ ８月31日㈪ ９月30日㈬ 11月２日㈪ 11月30日㈪ 12月25日㈮ ２月１日㈪ ３月１日㈪ ３月31日㈬

個人市県民税
（普通徴収） ①期（注） ②期 ③期 ④期

固定資産税 ①期（注） ②期 ③期 ④期
軽自動車税 全期
国民健康保険税
（普通徴収） ①期 ②期 ③期 ④期 ⑤期 ⑥期 ⑦期 ⑧期 ⑨期

介護保険料
（普通徴収） ①期 ②期 ③期 ④期 ⑤期 ⑥期 ⑦期 ⑧期 ⑨期 ⑩期

後期高齢者医療保険料
（普通徴収） ①期 ②期 ③期 ④期 ⑤期 ⑥期 ⑦期 ⑧期

※ 口座振替の「一括」を選択されている方は、①期に全期分を振り替えます。
問税務課　市民税係　 72-5156

市税などの納付は、
便利で安全・安心な口座振替をご利用ください
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〈広告〉〈広告〉

　「国東市 暮らしの便利帳」は、市民の暮らしに役立つ行
政情報（分野別の各種申請・手続きなど）を掲載した冊子
で、株式会社サイネックスと官民協働で実施する事業で
す。製作費用のすべてを地域事業者の広告掲載料で賄うこ
とで、紙面に行政情報と地域の事業者情報が盛り込まれ、
市民の方にとってより魅力的で身近な、利便性の高い保存
版の情報誌として、市内の各世帯へ無料配布します。
　つきましては、「国東市　暮らしの便利帳」2026版に掲
載される広告の販売について、５月から６月にかけて、株
式会社サイネックスの営業担当が直接各事業所様を訪問さ
せていただきます。発行にあたっての趣旨をご理解いただ
き、ご協力くださいますようお願いいたします。
＊ 広告掲載は強制ではありません。可能な範囲でお願いし
ます。

 配布時期 　令和８年10月予定

 問い合わせ先 
【国東市　暮らしの便利帳に関する問い合わせ】
政策企画課　広報・DX推進係　 72-5008
【製作・広告に関する問い合わせ】
（株）サイネックス大分支店　 097-532-5227

「国東市 暮らしの便利帳」
2026版への広告掲載に
ご協力ください

問政策企画課　広報・DX推進係　 72-5008

　電気・ガス・燃油などの価格高騰により事業活動に影響
を受けている市内中小企業などに対し、事業継続に取り組
む事業者を支援するため、令和７年７月から12月分の電
気料金・ガス料金・燃油料金（ガソリン・軽油・灯油・重
油など）の一部を助成金として交付します。該当する事業
者は申請してください。
　詳細は市ホームページをご覧ください。

 対象者 
　次に掲げる①～⑤の要件にすべて該当するものを対象と
します。
① 中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者、ま
たは同条第５項に規定する小規模企業者（ただし、主と
して農業・漁業・林業の事業者は除く）
② 令和６年12月以前に創業し、直近の申告を完了し、市内
に事業所を有している事業者
③今後も事業活動を行う意思のある事業者
④市税などを滞納していない事業者

⑤ 令和７年の半年間（７月から12月）において、市内事業
所で使用したエネルギー経費（電気料金・ガス料金・燃
油料金）の税込合計が19万８千円以上の事業者（ただ
し、住居兼事業所の場合は、使用したエネルギー経費に
２／３を乗じた額が19万８千円以上であること）
 申請書類 
　市ホームページでダウンロードすること
ができます。
 申請締切 　７月31日㈮
 助成金の額 

令和７年７月～12月に支払った市内
事業所の電気料金・ガス料金・燃油料
金の合計額（税込）

助成金の額

19万８千円以上33万円未満 ５万円
33万円以上66万円未満 10万円
66万円以上99万円未満 15万円
99万円以上 20万円

「中小企業・小規模事業者エネルギー
料金高騰対策助成金」を交付します

申・問 観光・地域産業創造課　産業創出係　 72-5183

市ホームページ
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